
【長久手市】国民健康保険税条例の改正（案）について 参考１

国保の県単位化に伴い、本市においては、県から提示される市町村標準保

険料率を参考に、年度ごとの国保被保険者の状況（世帯構成・所得）をふま

えて 2018～2022 年度の５年間で段階的に保険税率の引上げを行う予定とな

っています。

■2018(平成 30)年度の国保の状況
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■2019(平成 31)年度の国保事業費納付金（本算定）

2019(平成 31)年度の納付金額は、算定に係る所得水準等の増加により、

30 年度比で、６６４万円（１人あたり 5,270 円）増加しています。

2019(平成 31)年度 １３億６３万円 （1人あたり 14 万 3,964 円）

2018(平成 30)年度 １２億９，３９９万円（1人あたり 13 万 8,694 円）

■2019(平成 31)年度の保険税率の改正

２年目となる保険税率の改正は、2019(平成 31)年度市町村標準保険料率

を参考に国保被保険者の状況（世帯構成・所得）をふまえて設定します。

★所得減免については、保険税負担の軽減を図るために継続します。

１人あたり保険税額 ９万８，６９２円（30 年度比：6,463 円増）

市町村標準保険料率への段階的な引上げ及び所得減免等により、１人あた

り保険税額を抑えることで生じる納付金等の財源不足分については、

一般会計からの法定外繰入金２億８，５４７万円（1人あたり 3万 1,617 円：

30 年度比 174 円増）により補います。

【参考】2017－18 年度の保険税の賦課状況の比較

2018(平成 30)年度 2017(平成 29)年度

1人あたり保険税額 ９万２，２２９円 ８万９，２４０円

保険税負担率 ８．５％ ８．４％

1人あたり法定外繰入額 ３万１，４４３円 ２万１，５５６円

所得減免の対象世帯 １，０２０世帯

構成割合 １７．８％

減免額 １，２４３万円

法定軽減の対象世帯 ２，３９４世帯 ２，２６５世帯

構成割合 ４１．９％ ３９．５％

軽減額 ８，３８９万円 ７，５４４万円

法定外繰入金の増額

１人あたり

9,887 円増で

保険税負担を緩和

新たな所得減免

1,020 世帯に

1,243 万円の

減税効果

国保全世帯向けに

国保制度の変化と

新減免・所得申告の

必要性を周知

軽減世帯の増加

129 世帯増

１人あたり保険税額

９万2,229 円

税率改正前と比較し

約 3,000 円増

保険税負担率

8.5％

税率改正前と比較し

0.1％増

未申告世帯への

市県民税申告勧奨実施

6.8％ 6.7％

7.9％
8.4％ 8.5％

88,133 円 89,138 円 88,794 円 89,240 円

92,229 円

所得２００万円以下で法定軽減の

対象とならない世帯の均等割・平

等割額の２０％を減免

１人あたり保険税額

は、税率改正の影響だけ

でなく、国保加入世帯の

所得や被保険者数の増

減により変動します。

保険税負担率は、国保

加入者１人あたり保険

税額を国保加入者１人

あたり平均所得で除し

た数値となっています。


